
システム月額･従量課金がタダ 契約にかかる時間を大幅短縮

書面にかかるコストを削減 業務効率アップ

業務効率の急上昇にご注意ください

by

賃貸借契約も  保険も  重説も
これ１つでまとめて締結

重要事項説明書は、宅地建物取引業法 第35条により、契約の前に宅地建物取引士が「書面を交付
し、説明すること」が法律で義務付けられています。また電子交付を行う場合は、契約者の事前同意
が必須です。

※一括送信時に、当社では「重要事項説明が完了しているかどうか」を確認･保証することはできません。
　そのため、交付･説明の実施状況は貴社の責任にてご判断･ご対応ください。
　万一のトラブルについては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

　 重説はすでに完了していますか？
　 対面での重説またはIT重説が終わっていることが前提
　 説明時と同じPDFファイルをアップロードしていますか？ 
　 内容に差異がある場合は再説明が必要

　 契約者本人から電子契約への同意を得ていますか？ 
　 書面/メール/フォーム等で事前の同意取得が必要

　 説明の証拠（録音･受領書･議事録など）を保管していますか？
　 トラブル防止のため

「重要事項説明書」交付前の簡単チェックリスト

03-6240-3362 〒163-0248
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル48階

その他詳しい説明をご希望の場合は
お気軽に｢営業担当｣または｢契約管理係｣にお問い合わせください。

KanrIt!ホーム画面署名、どこまで進んでる？

進捗確認
操作方法

電子署名申請 履歴一覧

KanrIt!ホーム画面の「署名未完了」の数字をクリックして、一覧画面を開きます。
一覧の｢現在の署名者｣にて、現在誰が署名中なのかを確認できます。

システム月額

従量課金

月数万円の出費
スキャン･封入･郵送作業不要

約１週間かかっていた契約が

電子データならすべて不要 一元管理で作業が単純化

契約に
かかる期間

で完了

郵送代 紙代 保管場所



�
ステップ 各関係者への署名依頼を設定

�
ステップ 追加書類をアップロード

�
ステップ 署名者が電子署名･捺印１

ステップ 電子署名の申請
KanrIt!またはいえらぶパートナーズHPより
｢契約書ダウンロード画面｣を開き、
申込内容を入力した後
｢電子署名申請｣ボタンをクリックします。

署名者側にメールまたはSMSで署名依頼が届きます。
画面の指示に従い署名･捺印を行い、送信してもらいます。

必要があれば、賃貸借契約書や保険契約書等の
追加書類をアップロードします。
各書類に署名してほしい署名者を選択した後
｢申請｣ボタンをクリックします。

※署名依頼の送信先に｢宅地建物取引士･仲介会社･管理
会社･連帯保証人｣を選択した場合、捺印は追加書類に
限られ、｢保証委託契約書｣への捺印は求められません。

追加書類に署名してほしい関係者
(宅地建物取引士･仲介会社･管理会社)の
「署名依頼を送信する」にチェックをつけ、
該当者の名前やメールアドレスを入力します。

続いて、保証委託契約書に署名してほしい契約者、
その他署名者である家主･連帯保証人(親権者)の
情報も入力します。

契約書ダウンロード画面

電子署名申請ダイアログ画面

※追加書類を「宅地建物取引士･仲介会社･管理会社･
連帯保証人」に送信しない場合は、これらの方々への
署名依頼は不要です。

電子署名申請ダイアログ画面

例）仲介会社 署名画面

例）契約者 署名画面

いえらぶ 太郎

いえらぶ 太郎 太
郎

署名完了！�
ステップ 署名･捺印を確認
全員の署名･捺印が完了すると、署名者および
代理店へメールまたはＳＭＳで完了通知が届き、
署名済みの保証委託契約書と追加書類を確認
できます。

KanrIt!では、署名済み契約書類の
データ管理･確認も可能！

直感的！
カンタン！ 申請手続きから完了まで

完了通知メール画面


